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貸　借　対　照　表
（平成23年11月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

40,604,905

7,098,060

48,000

10,000

25,912,582

6,374,364

1,932

225,752

49,260

805,085

84,740

△4,873

15,709,058

13,450,714

4,014,860

8,871

255

24,504

9,401,475

746

54,104

52,215

1,889

2,204,240

380,612

785,372

6,000

10,325

9,497

110,193

903,269

8,380

△9,412

流 動 負 債 6,517,581

支 払 手 形 325,850

買 掛 金 200,611

１年内返済予定の長期借入金 4,815,837

リ ー ス 債 務 783

未 払 金 226,114

未 払 費 用 46,680

未 払 法 人 税 等 26,653

未 払 消 費 税 等 188,800

前 受 金 510,249

預 り 金 79,210

賞 与 引 当 金 96,789

固 定 負 債 25,413,947

長 期 借 入 金 23,123,045

預 り 敷 金 保 証 金 1,755,235

資 産 除 去 債 務 24,710

退 職 給 付 引 当 金 96,726

役員退職慰労引当金 282,981

投 資 損 失 引 当 金 131,248

負 債 合 計 31,931,529

純 資 産 の 部

株 主 資 本 24,384,803

資 本 金 5,454,673

資 本 剰 余 金 5,538,149

資 本 準 備 金 5,538,149

利 益 剰 余 金 13,391,981

利 益 準 備 金 7,250

その他利益剰余金 13,384,731

別 途 積 立 金 15,000

繰越利益剰余金 13,369,731

評価・換算差額等 △2,369

その他有価証券評価差額金 △2,369

純 資 産 合 計 24,382,434

資 産 合 計 56,313,964 負 債 及 び 純 資 産 合 計 56,313,964
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損　益　計　算　書

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 　 20,719,445

売 上 原 価 　 16,295,454

売 上 総 利 益 　 4,423,991

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 2,078,829

営 業 利 益 　 2,345,162

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 2,574 　

受 取 配 当 金 2,821 　

違 約 金 収 入 34,035 　

雑 収 入 24,922 64,353

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 806,769 　

雑 損 失 798 807,567

経 常 利 益 　 1,601,947

特 別 利 益 　 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,726 　

投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 172,969 174,695

特 別 損 失 　 　

会 員 権 評 価 損 16,976 　

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,932 36,909

税 引 前 当 期 純 利 益 　 1,739,733

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,800 　

法 人 税 等 調 整 額 742,416 746,216

当 期 純 利 益 　 993,517
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株主資本等変動計算書

（平成22年12月１日から
平成23年11月30日まで）

（単位：千円）

　

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成22年11月30日　残高 5,454,673 5,538,149 5,538,149 7,250 15,000 12,604,633 12,626,883 23,619,706

事業年度中の変動額 　 　 　 　 　 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 △228,420 △228,420 △228,420

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 993,517 993,517 993,517

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － － － 765,097 765,097 765,097

平成23年11月30日　残高 5,454,673 5,538,149 5,538,149 7,250 15,000 13,369,731 13,391,981 24,384,803

　
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成22年11月30日　残高 774 774 23,620,480

事業年度中の変動額 　 　 　

剰 余 金 の 配 当 　 　 △228,420

当 期 純 利 益 　 　 993,517

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（ 純 額 ）

△3,143 △3,143 △3,143

事業年度中の変動額合計 △3,143 △3,143 761,954

平成23年11月30日　残高 △2,369 △2,369 24,382,434
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ

ております。

・販売用不動産 個別法

・仕掛販売用不動産 個別法

・貯蔵品 終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除

く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額

法を採用しております。

②　無形固定資産（リース資産を除

く）

　

・自社利用のソフトウエア 社内における見積利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

③　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務見込額に基づき計上しております。
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④　役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、当事業年度末

における役員退任慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。

⑤　投資損失引当金 子会社への投資に係る損失に備えるため、財政状態の

実情を勘案し、個別検討による必要額を計上しており

ます。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

ただし、控除対象外消費税等のうち、固定資産等に係

るものは長期前払費用として計上（５年償却）し、そ

れ以外は発生年度の期間費用としております。

②　匿名組合出資の会計処理 投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、匿名組合の財産の持分相当

額を「投資有価証券」として計上しております。匿名

組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組

合の営業により獲得した損益の持分相当額については、

「営業損益」へ計上するとともに同額を「投資有価証

券」に加減し、営業者からの出資金（営業により獲得

した損益の持分相当額を含む）の払い戻しについては、

「投資有価証券」を減額させております。

(5) 会計処理の変更

（資産除去債務に関する会計基準）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益はそれぞれ269千円減少しており、過年度

分の影響額19,932千円を一括して特別損失に計上していることにより、税引前当期純利益は

20,202千円減少しております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保提供資産

担保資産の内容及びその金額 　

販売用不動産 25,797,311千円

仕掛販売用不動産 6,285,738千円

建物 3,831,494千円

土地 9,209,524千円

合計 45,124,068千円

担保に係る債務の金額 　

１年内返済予定の長期借入金 4,712,277千円

長期借入金 22,976,645千円

合計 27,688,922千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 994,696千円

(3) 偶発債務

　下記の当社販売物件購入者について、㈱アルカからの借入に対し債務保証を行っておりま

す。

個人　３名 4,375千円

　下記の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

トーセイ・リバイバル・インベストメント㈱ 1,838,300千円

(4) 関係会社に対する金銭債権債務

①　短期金銭債権 27,760千円

②　長期金銭債権 942千円

③　短期金銭債務 5,822千円

④　長期金銭債務 22,376千円

(5) 資産の保有目的の変更

　従来、固定資産として保有していた賃貸物件（建物：30,809千円、土地：204,772千円）を、

事業方針の変更に伴い販売用不動産へ振り替えております。

　

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　売上高 253,750千円

②　仕入高 442,435千円

③　その他営業取引高 12,405千円

④　営業取引以外の取引高 1,500千円

(2) 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が

売上原価に含まれております。

 644,083千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

　該当事項はありません。

　

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

流動資産 　 　

減価償却損金算入限度
超過額

　 188,420千円

繰越欠損金 　 534,701千円

その他 　 81,962千円

合計 　 805,085千円

固定資産 　 　

退職給付引当金損金算
入限度超過額

　 39,625千円

役員退職慰労引当金損
金算入限度超過額

　 116,022千円

子会社株式評価損 　 53,811千円

減損損失 　 68,248千円

投資有価証券評価損 　 12,137千円

繰越欠損金 　 813,094千円

その他 　 18,101千円

合計 　 1,121,040千円

評価性引当額 　 △212,701千円

繰延税金資産合計 　 1,713,423千円

繰延税金負債 　 　

固定負債 　 　

その他 　 △5,069千円

合計 　 △5,069千円

繰延税金負債合計 　 △5,069千円

繰延税金資産の純額 　 1,708,354千円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

①　事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

　
取 得 価 額 相 当 額

（千円）
減価償却累計額相当額

（千円）
期 末 残 高 相 当 額

（千円）

工具、器具及び備品 16,462 13,719 2,743

合 計 16,462 13,719 2,743

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

②　事業年度の末日における未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,743千円

合計 2,743千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,743千円

減価償却費相当額 2,743千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 1,974千円

合計 1,974千円

　

７．関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等の名称
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

トーセイ・リ
バイバル・イ
ンベストメン
ト㈱

50,000

オルタナテ
ィブインベ
ストメント
事業

所有
直接
100％

兼任１名
銀行借入に
ついての債
務保証

銀行借入に
ついての債
務保証

1,838,300 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 53,371円94銭

(2) １株当たり当期純利益 2,174円76銭
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９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

10．その他の注記

　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年１月13日 

 トーセイ株式会社  

 取締役会　御中  

 新創監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 柳 澤 義 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 相 川 高 志 ㊞
 

 　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、トーセイ株式会社の平
成22年12月１日から平成23年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、
当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽
の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検
討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための
合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、トーセイ株式会社及び連結子会社から成
る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年１月13日 

 トーセイ株式会社  

 取締役会　御中  

 新創監査法人  

 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 柳 澤 義 一 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 相 川 高 志 ㊞
 

 　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、トーセイ株式会
社の平成22年12月１日から平成23年11月30日までの第62期事業年度の計算書類、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書
の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。
監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の
結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  
 　当監査役会は、平成22年12月１日から平成23年11月30日までの第62期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
　１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、
取締役、内部監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に
努めるとともに、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社の各部門において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されて
いる取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されてい
る会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会そ
の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
　２．監査の結果
(１)　事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関
する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されてい
る会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、
当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目
的とするものではないと認めます。

(２)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新創監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人新創監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

 

 平成24年１月17日  
 トーセイ株式会社　監査役会  

 

常勤監査役（社外監査役） 本 田 安 弘 ㊞　
常勤監査役（社外監査役） 原 田 公 雄 ㊞　
監　査　役（社外監査役） 山 岸 　 茂 ㊞　
監　査　役（社外監査役） 磯 　 田 　 誠 一 郎 ㊞　

 

 以　上  
以　上　　　　　




